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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年６月30日に提出いたしました第39期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）の有価証

券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を

提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

　　第４ 提出会社の状況

　　　３ 配当政策

      第６ 提出会社の株式事務の概要

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部【企業情報】

　第４【提出会社の状況】

　３【配当政策】

（訂正前）

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、前事業年度まで、内部留保の充実等を優

先に考え、配当を実施しておりませんでした。しかし、株主に対する利益還元に応えるため、当事業年度の期

末配当から実施することとしております。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり20円として

おります。

　また、当社は、平成20年６月26日の定時株主総会において、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議

によって剰余金の配当を行うことをできる旨を定めております。

　内部留保資金の使途につきましては、研究開発投資や設備投資による事業基盤の充実等に活用していくこ

ととしております。

 

（訂正後）

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、前事業年度まで、内部留保の充実等を優先

に考え、配当を実施しておりませんでした。しかし、株主に対する利益還元に応えるため、当事業年度の期末配

当から実施することとしております。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり20円としてお

ります。

　また、当社は、平成20年６月26日の定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定め

る事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によ

らない旨を定款に定めております。また中間配当の基準日は毎年９月末日とし、それ以外に別途基準日を定め

て剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。なお当面は従来どおり期末日を基準日とし

た年１回の配当を継続してまいります。

　内部留保資金の使途につきましては、研究開発投資や設備投資による事業基盤の充実等に活用していくこと

としております。
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　第６【提出会社の株式事務の概要】

（訂正前）

（注）１．平成20年６月26日開催の定時株主総会において、四半期配当制度を採用しております。

　

（訂正後）

（注）１．平成20年６月26日開催の定時株主総会において、剰余金の配当の基準日について以下の

　　　  　　とおり定款を一部変更しております。

　　 　　(1)当会社の期末配当の基準日は、毎年３月末日とする。

         (2)当会社の中間配当の基準日は、毎年９月末日とする。

         (3)前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
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